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令和６年度 大分県社会保険協会事業計画書 

 

「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」が令和５年１２月２２日

に定められましたが、この中では「急速な少子化・人口減少には歯止めがかからず、こ

のままでは社会保障制度のみならず、我が国の経済・社会システムを維持することは

難しい。若年人口が急速に減少する 2030 年代に入るまでが少子化トレンドを反転さ

せるためのラストチャンスであり、我が国の持てる力を総動員し、少子化と経済成長実

現に不退転の決意で取り組まなければならない。」とされております。この報告書では、

全世代型社会保障の基本理念として①「将来世代の安心を保証する②能力に応じて、

全世代が支え合う③個人の幸福とともに、社会全体を幸福にする④制度を支える人材

やサービス提供体制を重視する⑤社会保障のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

に積極的に取り組む の５点が掲げられておりますが、これらを進めるにあたっては、

①来年度（2024 年度）に実施する取り組み、②「こども・子育て支援加速化プラン」の

実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取り組み、③2040 年頃を見

据えた、中長期的な課題に対して必要となる取り組み、の３つの段階に分けて実施し

ていくことが考えられるとされています。 

こうした方針の基、全世代対応型の持続可能な社会保障制度改革に取り組むこと

になり、すでに年金制度・健康保険制度等の改正も一部行われており、今後とも逐次

法改正がなされていくものと思われます。 

年金制度、健康保険制度の運営主体である日本年金機構年金事務所及び全国健

康保険協会大分支部においても被保険者等に対する周知広報等が適時図られてお

りますが、当協会としても、これらの機関並びに大分県社会保険委員会連合会等の関

係機関と連携を密にし、会員事業主はもとより、被保険者及び被扶養者等への広報活

動事業を実施するとともに、併せて、健康づくり事業及び体育奨励事業など被保険者

等の健康と福利の増進に寄与するための各種事業を積極的に実施することとします。 

 

１．社会保険制度の普及推進を図るための啓発事業（継続事業１） 

事業主、被保険者等に対し、公的年金制度及び健康保険制度の周知徹底を図り、

社会保険事業の円滑な運営に資するため、次の広報活動及び啓発活動を実施す

る。 

（１） 広報誌の発行 

    広報誌「社会保険おおいた」を発行し、年金制度及び健康保険制度のしくみや

法律改正の内容、年金事務所や全国健康保険協会への届け出が必要な届書の

記入方法や提出時期などの事務手続き等についての情報を迅速かつ的確に提

供する。 

なお、広報誌「社会保険おおいた」は、社会保険制度の普及を図るため、会員

事業所を始め、県内の各年金事務所、全国健康保険協会大分支部の窓口にも

備え置き、来訪者にも広く配布するとともに、本会のホームページに掲載して周知
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徹底を図る。 

また、ホームページを活用した動画による周知広報についての検討を行う。 

「協会だより」を４月及び６月に発行する。 

（２） 社会保険事務講習会等の開催  

社会保険適用事業所の事務担当者を対象に社会保険制度説明会を開催し、

社会保険制度の内容や事務手続き、法律改正の内容等について周知することに

より、事務担当者の制度に対する知識の向上及び事務処理の適正化を図る。 

なお、社会保険制度説明会の開催にあたっては、日本年金機構年金事務所及

び全国健康保険協会大分支部の協力を得ながら実施する。 

また、実施にあたっては、広報誌「社会保険おおいた」及び本会ホームページ

に開催案内を掲載するほか、各年金事務所及び全国健康保険協会大分支部に

も周知の依頼を行う。 

 

２．被保険者等の福利増進及び健康の保持増進に関する事業（継続事業２） 

被保険者等の健康に関する知識の習得、健康意識の高揚を図るとともに、疾病

の早期発見、早期治療を促すことにより医療費の上昇を抑制し、健康保険制度の健

全な運営に資する。 

特に、全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率については、全国平均の 

１０％を超える保険料率となっており、被保険者等の健康づくり事業を積極的に行う

必要があることから、全国健康保険協会大分支部等の関係機関と協調し、各種事業

を効果的に実施する。 

（１） 保健師等による事業所における健康づくり指導講習会 

社会保険適用の事業所における被保険者等に対し、保健師、健康運動指導士、

管理栄養士等による講演、実技指導、体力測定等の健康教育を実施し、健康に

対する意識の高揚を図り、もって、被保険者等の健康の保持増進に資する。 

（２） 保健師による健康相談 

事業所内において、保健師による生活習慣病予防健診等の健診結果に基づく

個別の健康相談を実施し、生活習慣の改善指導を行う。 

（３） 生活習慣病予防健診の受診の促進 

疾病の早期発見・早期治療を促すため、広報誌「社会保険おおいた」により、

被保険者及び被扶養者に対する生活習慣病予防健診、特定健診の受診促進を

図る。 

（４） 健康づくりセミナー 

社会保険適用事業所の事務担当者を対象に「健康セミナー」を開催し、健康に

対する知識の向上を図るとともに、事業所の被保険者に対する健康づくりへの意

識高揚等に役立ててもらう。 

（５）健康づくりＤＶＤの貸出し 

    事業所内において、健康に関する知識の習得、健康意識の高揚を図るため、

健康づくりＤＶＤの貸出しを行う。 



- 3 - 

 

３．社会保険制度の普及促進事業（その他事業１） 

（１） 年金委員及び健康保険委員への支援 

事業所の年金委員及び健康保険委員に対し、社会保険に関する情報誌等を

配付し、事業所内における被保険者等からの各種相談に役立ててもらい、制度の

普及を図る。 

また、年金委員、健康保険委員で組織された、大分県社会保険委員会連合会

及び各年金委員会等と連携を密にし、年金委員・健康保険委員による普及活動

等の強化に努める。 

（２） 年金相談・年金シニアライフセミナーの実施 

事業所内において、年金受給を控えた被保険者等に対し、年金の見込額、受

給手続き等、具体的な年金相談を実施する。また、事業所において一定年齢以

上の被保険者等を対象に、充実したシニアライフを送れるよう、社会保険全般の

知識、退職後の生きがい、家庭経済及び健康の保持増進等に必要な知識を提

供するため、年金シニアライフセミナーを実施する。 

なお、実施にあたっては、全国社会保険委員会連合会等の協力を得ながら行

う。 

（３） 参考図書の配布 

    社会保険制度の内容や事務手続を解説した参考図書を随時配布し、制度の周

知に努める。 

（４） 日本年金機構年金事務所、全国健康保険協会大分支部等関係団体との意見

交換並びに情報提供を行う。 

    特に、日本年金機構大分年金事務所が設置している「大分県地域年金事業運

営調整会議」に参画して年金制度の周知・広報等の実施について意見を述べる。 

 

４．被保険者等の健康づくり及び福利増進事業（その他事業２） 

被保険者等の心と体の健康の保持増進を図るため、次の事業を実施する。 

（１）第２９回健康ウォーキングを開催する。 

（２）第２９回社会保険ミニバレーボール大会を開催する。 

（３）被保険者等の福利増進及び健康増進を図るため、海の家・山の家を開設する。 

（４）健康保険委員会等が実施する健康づくり事業等への後援 

（５）施設優待事業の実施 

（６）健康寿命日本一おうえん企業の取り組み 

（７）被保険者の福利増進等に資する物品等の斡旋 

 

５．社会保険事業等の円滑な推進に寄与する団体への協力 

本県社会保険事業の円滑な推進に寄与している大分県社会保険委員会連合会

の事業活動に協力し、被保険者及び被扶養者等の福利の増進に努める。 


